
第 63回北海道実業団ソフトテニス選手権大会 
兼 

全日本実業団ソフトテニス選手権大会北海道予選会 

開 催 要 項 

１ 日 時 平成 30年５月 13日（日） 受付終了８時 45分、開会式９時 00分～ 

２ 会 場 三笠ドーム（三笠市若草町 280 番地) ℡01267-2-7511 

３ 主   催 北海道ソフトテニス連盟 

４ 主   管 三笠ソフトテニス連盟 

５ 後 援 （公財）日本ソフトテニス連盟 

６ 種   目 男・女団体戦（ダブルス３ペア） 

男・女個人戦（ダブルス）  

※但し、団体戦は３チーム以上、個人戦は８ペア以上の参加申込みがなければそ

の種目は行わない。 

≪チーム編成≫  

② 年齢制限はしない。 

③ １所属団体からはＡ・Ｂ２チームまでの出場を認めるが、Ａ・Ｂ間における

選手の交流は認めない。（監督の兼任も不可） 

④ 部長１名・監督１名・選手４名以上８名以内でチームを編成することとする。 

部長、監督は選手登録をすれば選手を兼ねることができる。 

７ 大会使用球  アカエムボール 

８ 競 技 方 法 （１）７ゲームマッチ 

（２）ルール等は、公益財団法人日本ソフトテニス連盟（以下、日連という）ソフ

トテニスハンドブックによる。 

（３）個人戦：トーナメント又はリーグ戦とする 

（４）団体戦 

①３ペアによる点取り対抗戦とし、リーグ戦の場合は３ペアとも対戦し、決勝

トーナメントは２ペア先取で対戦終了 

②対戦の都度オーダーを変えてもよい。 

③原則、予選はリーグ戦、決勝はトーナメントとする。 

９ 参 加 資 格 （１）会社・銀行・官公庁等のチームで、会員登録者は参加チーム（名）で会員登

録していること。（ただし、選手を兼ねない監督はこの限りでない。） 

（２）公認審判員制度の有資格者であること（ただし、選手を兼ねない部長はこの

限りでない。） 

（３）チームの編成単位は、同一支部に登録した１所属団体単位を原則とする。た

だし、同一支部内の出資が 50％以上の関連団体（子会社・外郭団体等）は、

出資団体の同一と所属団体として認める。 

（４）選手登録者は所属団体に常時勤務するものとする。（ただし、選手を兼ねな

い監督はこの限りでない。） 

（５）年度内に所属団体を移動したときは、当該年度は出場できない。 

10 申 込 期 限 

平成 30年４月 12日（木） 道連必着（事務局開局時間内） 

※大会申込みシステムによる申込みも同様とし、期限までに参加料の入金も済ま

せていること。 



11 参  加  料 （１）参 加 料  

団体戦１チーム 10,000円（当該年度日連会員登録制度登録予定者） 

   個人戦１ペ ア 3,500円（         〃         ） 

※日連会員登録制度未登録者（当該年度の登録を予定していない者）は、１人

につき、2,000円の参加料を加算する。 

（２）納入方法  支部で取りまとめ、下記の口座に振り込むか、現金書留で郵送

すること。 ただし、日本連盟会員登録システムから申込みの場合は、システ

ムから支払いすること。（申込期限厳守） 

【郵便振替口座番号】０２７６０－４－７９２７ 

【加入者名】北海道ソフトテニス連盟 

 

12 申 込 方 法 （１）日本連盟、会員登録システム(メニュー画面の支部大会申込み画面)より申込

してください。参加料もシステムで行い、入金してください。 

  注意：同一団体から複数の選手が申込みの場合は、団体(チーム)毎に取りまと

めのうえ、選手を入力してください。 

（２）従来通り、申込書による申込みをする場合。 

所定の申込書に必要事項(審判等級・日連登録番号を含む)を記入のうえ、各

支部経由で、下記へ申込みすること。（申込期限厳守） 

〒062-0905札幌市豊平区豊平５条 11丁目１番１号 

北海道立総合体育センター内 北海道ソフトテニス連盟事務局 

℡050-5501-8761 Fax011-820-1730 

メール info@hokkaidosofttennis.com 

 

13 参 加 選 手 

留 意 事 項 

（１）所定の時刻までに受付を完了し、開会式には、必ず出席すること。 

（２）日連指定のゼッケンを着用し、四隅を止めること。 

（３）ラケット（公認マーク添付）、シューズ、ユニフォームは、日連が公認した

メーカーの製品を使用（着用）し、当該年度の日連の「ユニフォーム等の着用

基準」を遵守すること。ただし、本大会はウェアに関する特例を適用するとと

もに日連が公認したメーカーのロングスパッツ着用を認める。 

（４）日連会員登録証（登録会員）、公認審判員ワッペン及びイエローカードを携

行し、審判を担当するときは、原則ワッペンを左胸に着用すること。 

（５）優勝者は必ず〔持ち回り優勝杯〕を持ち帰り、次年度の大会時に整備のうえ、

責任を持って返還すること。 

（６）本大会における団体戦上位３チームは、平成 30 年 8 月 3 日（金）～8 月 5

日（日）茨城県北茨城市で開催される全日本実業団選手権大会の出場権を付与

する。 

【重要】 

（７）平成 27 年度に日連大会競技委員会より、日連登録されていないチームの会

員で構成されているケース(登録上は○○連盟の会員)が、実業団選手権で見受

けられたことから、次年度以降は是正するよう、指導がありました。 

参加チームは、必ず、○○市役所、○○株式会社などの団体登録を行い、そ

の団体の構成メンバーで参加するよう、日連会員登録の際には注意してくださ

い。なお、今年度の大会申込み段階までに手続きが間に合わない場合は、その

旨道連事務局に連絡をし、予選会開催日までには間に合うよう登録手続きをお

願いします。 
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